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Ⅰ 申請から事業完了までの流れ 
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※  事業開始以降に必要な手続きは、区役所から申請者へお知らせいたします。 

申 請 者 長田区役所 

補助金交付申請書 書類審査 

補助金交付決定通知書 事業の開始・実施 

不採択 

提 出 

送 付 

補助事業等実績報告書 

通 知 
採択 

※補助事業等を実施しようとする日の 

１ヶ月前までに行うこと 

提 出 
交付額の確定 

※補助事業等の変更がある場合は、長

田の食文化を活かした魅力創出事業

補助金補助金要綱第９条に従うこと 

補助金額確定通知書 

補助金支出手続 

送 付 

※交付予定額と同額である場合は省略 

交 付 
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Ⅱ 事業実施にあたって 

１．事業の趣旨 

 歴史的な背景や文化・産業面の文脈から、長田ではこなもん・ぼっかけ・くぎ煮・和菓子・多国籍料理

等の多彩な食文化（以下、「長田の食文化」という。）が発展してきました。現在までに、これらの魅力を

活かしたイベントの実施やマップの作成などが行われています。一方で、コロナ禍による影響などで食

文化を活かした事業は、今までの形態からシフトしたり、関心を引き寄せるために新たな工夫をしたり

することが求められています。 

活動拠点が長田区内の団体・実行組織が「長田の食文化の魅力を新たに発信・創出する」事業に対して

支援をすることで、まちの魅力の向上及びにぎわいの創出をはかります。 

 

２．補助金交付規則・要綱の確認 

補助事業は、神戸市補助金等の交付に関する規則（以下「補助金規則」という。）及び長田の食文化を

活かした魅力創出事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に則して実施する必要がありますので、

補助金規則・要綱をしっかりと確認してください。補助金規則、要綱については、ホームページをご覧い

ただくか、長田区地域協働課までお問い合わせください。 

 

３．不正・不当な行為に対する処分 

補助事業者は適正に事業を実施する必要があります。不正・不当な行為に関しては、補助金規則に基づ

き、以下のような処分が定められています。 

○ 交付決定等の取消 

○ 補助金の返還 

○ 加算金及び延滞金の賦課 

○ 本補助金及び他の補助金等の一時停止 

 

４．注意事項 

・団体の概要や事業の企画等について、随時調査させていただきます。 

・補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳票類（見積書・発注書・納品書・請求書・領収書等）

は、常に整備し、管理する必要があります。保存期間は、補助事業等を完了し、補助金の支出が行われ

た日の属する年度（４月１日から翌年の３月３１日まで。）の翌年度から起算して５年間です。また、

補助事業にかかる備品台帳と資産台帳を備え、その処分制限期間内は保存してください。 

・提出された各種申請書については、個人情報保護の対象となる部分を除き、公開される場合があります

ので、あらかじめご了承願います。 

・採択された活動については、長田区のホームページや広報物により、活動を紹介する場合がありますの

で、取材等にご協力ください。 
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Ⅲ 支援内容 

１．対象団体 

活動拠点が長田区内で自ら企画した活動を終了まで責任を持って遂行できる団体・実行組織 

 

２．補助対象期間  

補助事業着手年月日～完了予定年月日（最長で、令和６年３月 29 日（金）まで） 

 

３．対象事業  

長田区内で実施する長田の食文化を活かした事業で、事業開始から５ヵ年以下のもの 

なお、長田の食文化に該当するものは、こなもん・ぼっかけ・くぎ煮・和菓子・多国籍料理、そのほか長

田の歴史に関係が深い食文化や、地産地消を推進する取り組みとする。 

 

《想定される活動例》 

 ・長田の食文化を活かした出店やスタンプラリー形式のイベント開催 

・こなもん文化が発展した歴史を伝えるリーフレットの作成 

・キムチを中心とした地域の歴史、魅力をまとめたパンフレットの作成 

《補助対象とならない活動》 

① 補助対象期間に実施する単発イベント（地域のお祭りなど） 

② 営利を主目的とした活動、宗教活動、政治的活動、法令に違反する活動 

③ 神戸市又は神戸市の外郭団体による他の支援制度で実現できる活動 

④ 活動開始後、５年以上経過した継続的活動。ただし、事業開始から５ヵ年を経過したものであって

も、新たな取り組みを追加して、あるいは内容を変更して実施する事業については、追加あるいは

変更をした内容を補助対象とすることができる。 

⑤ 事業全体を委託するなど、活動団体自らが実施しない活動 

 

４．補助率・補助限度額  

 

 

 

※千円未満の端数切り捨て。 

※補助対象経費から、国・兵庫県等の助成金を控除した額に対して、上記、補助率・補助限度額に 

より予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

 

補助率 補助限度額 

補助対象経費の２分の１ 上限 20 万円 
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５．対象経費  

〇補助対象経費 

 経費科目 対象範囲 

会場費 会場使用料 

設営費 活動に必要な機材のレンタル等に要する費用 

通信運搬費 郵券代、運送契約等の運搬に要する経費など 

広報費 デザインにかかる費用 

印刷製本費 印刷費 

報償費 講師やアドバイザー等への謝金 

雑役務費 
短期・臨時のアルバイト代、その他請負費など 

（ただし、補助対象団体の構成員に対するアルバイト代は対象外） 

消耗品費 消耗品に要する経費 

備品費 当該事業のみの使用が証明できる備品の購入費 

委託費 業務委託契約に基づく経費 

その他 区長が必要と認める経費 

補助外対象経費 

 当該事業用であることが特定できない経費 

 補助対象団体の構成員に対する人件費及び報酬 

 食料費及び打ち上げ、レセプション等に係る経費 

 金券、賞品、景品、粗品の購入費 

 使用耐用年数概ね１年以上にわたり、かつ、取得金額が５万円以上の備品購入費 

 領収書がないなど、使途が不明なもの 

 委託料に含まれる上記経費 

 

Ⅳ 補助金申請の手続き 

１．申請受付 

 申請は随時受け付けておりますので、補助事業着手年月日の１ヶ月前までに申請をしてください。た

だし、予算の範囲内を超えた場合は、年度途中であっても申請の受付を中止することがありますのでご

留意ください。 

 

２．提出書類一覧 

〇補助金交付申請書（様式第１号） 

〇収支予算書   （様式第１号） 

〇事業計画書   （様式任意） 
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〇団体の概要がわかる書類（規約・会則等） 

 

３．注意事項 

（１）事業着手および事業完了 

① 補助金の対象となるのは「着手年月日」以降に行う事業です。それ以前に着手（発注・支払等）し

た経費は補助対象外となります。 

② 補助金交付申請書に記載した「完了予定日」までに、支払行為を含む全ての事業を完了させてくだ

さい。 

 

（２）報告等が必要な項目 

① 事業内容の変更 

補助事業として認定を受けた内容以外のことを行うことはできませんが、やむを得ず変更が必要な

場合は、すべてにおいて必ず事前に当課へ相談のうえ、必要な指示を受けてください。 

ア）補助事業について、事業内容に関する「重要な変更」を行おうとする場合は、市の変更承認を事

前に得ることが必要です。 

＜例＞ 

・補助目的及び事業効果に影響のある事業計画の変更である場合 

・事業の「完了予定日」を延長する場合 

※「重要な変更」に該当するかどうか、必ず事前に当課へご相談ください。 

イ）以下の場合は、「軽微な変更」として取り扱い、市の変更承認等を得る必要はありませんが、事

前に当課へ報告が必要です。 

＜例＞ 

・事業の「完了予定日」 を短縮する場合 

・補助目的及び事業効果に影響のない事業計画の変更を行う場合 

②事業の中止 

ア）補助事業を、やむを得ず中止する場合には、速やかに当課へご相談ください。 

 

４．書類提出先 

長田区役所地域協働課まで郵送あるいはＥメールのいずれかでご提出ください。 

長田区総務部地域協働課事業推進担当（長田区役所３階３番窓口） 

住  所：神戸市長田区北町３－４－３ 

電  話：078－579-2311（代表） 

Ｅメール：nagata-suishin@office.city.kobe.lg.jp 
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様式第１号（第７条関係） 

長田の食文化を活かした魅力創出事業補助金交付申請書 

令和５年〇月〇〇日 

長田区長 宛 

住  所 〇〇〇―〇〇〇 神戸市長田区〇〇〇丁目〇〇番地〇〇号 

団 体 名 〇〇〇〇〇〇〇〇実行委員会 

代表者名 鉄板 粉太郎 

 （振込先口座）   

金 融 機 関 名 〇〇〇〇銀行 銀行 〇〇〇〇支店 支店 

預 金 種 目 １．普通    ２．当座    その他（           ） 

口 座 番 号 〇〇〇〇〇〇〇 

口 座 名 義 〇〇〇〇〇〇〇〇実行委員会 

（注）口座名義は、補助事業者等と同一の名義であること。 

 

下記補助金等の交付について、申請します。 

記 

補助事業等の名称 〇〇〇〇〇〇〇〇魅力発信事業 

目 的 及 び 内 容 
長田区の多様な食文化のルーツを紹介し、より多くの人に知っても

らうため、〇〇〇〇〇〇〇〇〇を開催する。 

補助事業等の期間 
着手予定年月日 ２０２３ 年 〇 月 〇 日 

完了予定年月日 ２０２４ 年 〇 月 〇 日 

補 助 金 等 の 額 〇〇〇，〇〇〇 円 

算 出 の 基 礎  

添 付 書 類 

・事業計画書 

・補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類 

・団体の概要がわかる書類 

記入例 



7 

 

別記 

 

収 支 予 算 書 

１ 収入の部 

科   目 予 算 額 摘   要 

企業協賛金     20,000円 チラシ広告料 

長田区補助金 100,000円  

自己資金 80,000円  

   

計 200,000円  

 

２ 支出の部 

科   目 予 算 額 摘   要 

設営費     50,000円 会場設営費 

印刷製本費 120,000円 チラシ制作費 

消耗品費 30,000円 
PRパネル作成費 
コロナ対策用品費 

   

計 200,000円  

（注）収支の計は、それぞれ一致する。 
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長田の食文化を活かした魅力創出事業補助金交付要綱 

 

 

令和４年３月２９日 長田区長決定 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長田の食文化を活かした魅力創出事業に関する補助金 （以下「補助金」という。）

について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、神戸

市補助金等の交付に関する規則(平成 27年３月神戸市規則第 38号。以下「補助金規則」という。)に定

めがあるもののほか、当該補助金の交付に関して必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 まちの魅力の向上及びにぎわいの創出を目的として、こなもん・ぼっかけ・くぎ煮・和菓子・多

国籍料理等の長田の食文化（以下、「長田の食文化」という。）を活かして実施する事業に対して、予算

の範囲内で補助金を交付する。 

 

（補助対象団体） 

第３条 補助対象団体（以下「団体」という。）は、長田区内に活動拠点を有する団体で、企画した活動

を終了まで責任を持って遂行できる団体・実行組織とする。 

２ 前項の団体については、営利を追求することを主目的とするもの、及び「暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律」第２条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体は除くものとする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下、「補助対象事業」という。）は、第２条の目的を達するため

に実施する事業で、次の各号全てを満たすものとする。 

(1) 長田の食文化を活かしたにぎわいイベント、魅力発信、商品開発のいずれかの事業であること。 

(2) 事業開始から５ヵ年以下の事業であること。ただし、事業開始から５ヵ年を経過したものであって

も、新たな取り組みを追加して、あるいは内容を変更して実施する事業については、追加あるいは

変更をした内容を補助対象とすることができる。 

(3) 営利を主目的とした事業、宗教的活動、政治的活動のいずれでもないこと。 

(4) 神戸市または神戸市の外郭団体による他の支援制度では実現できない事業であること。 

(5) 神戸市のマスタープラン、区の施策及び方針に反する事業でないこと。 

(6) 法令等に違反する事業ではないこと。 

 

（補助金の額） 

第５条 長田区長（以下「区長」という。）は、補助対象事業に対して、年度あたり、補助対象経費の２

分の１以内であって、かつ、20 万円を上限として予算の範囲内で補助をすることができるものとする。 
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（対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、補助事業等の実施に要する経費

のうち、次の各号のいずれかに該当する経費とし、査定の上、予算額を上限とする。 

(1) 会場費、設営費 

(2) 通信運搬費 

(3) 広報費、印刷製本費 

(4) 報償費、雑役務費 

(5) 消耗品費、備品費 

(6) 委託費 

(7) その他区長が必要と認める経費 

 

２ 次の各号に掲げるものは、対象経費としない。 

(1) 補助事業者等の人件費及びその団体の運営に相当する経費 

(2) 食材費、飲食費、懇親会費、交際費、レセプション費その他これらに類する経費 

(3) 領収書がない等使途が明確でない経費 

(4) その他区長が適当と認めない経費 

 

（交付申請） 

第７条 申請者は、補助金規則第５条に基づき補助金の交付を申請するときは、次に掲げる書類を当該

補助事業等を実施しようとする日の１ヶ月前までに区長に提出しなければならない。 

(1) 補助金交付申請書（様式第１号） 

(2) 事業計画書 

(3) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類 

(4) 団体の概要がわかる書類（規約・会則等） 

(5) その他区長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第８条 区長は、補助金規則第６条による補助金の交付決定を行うときは、次に掲げる書類により申 

請後速やかに申請者に通知するものとする。 

(1) 補助金交付決定通知書（様式第２号） 

(2) その他区長が必要と認める書類 

２ 区長は、補助金規則第６条第３項による補助金の交付が不適当である旨の通知を行うときは、次に

掲げる書類をもって申請者に通知するものとする。 

(1) 補助金不交付決定通知書（様式第３号） 

(2) その他区長が必要と認める書類 

 

（補助事業等の変更等） 

第９条 補助事業者等は、補助金規則第７条第１項第１号に掲げる承認を受けようとするときは補助金
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交付決定内容変更承認申請書（様式第４号）を、同第２号に掲げる承認を受けようとするときは補助事

業等中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であ

ると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第６号）又は補助事業等中止（廃止）承

認通知書（様式第７号）により、補助事業者等に通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第 10 条 補助事業者等は、補助金規則第 15 条に基づき補助事業等の実績を報告しようとするときは、

次に掲げる書類を当該補助事業等の完了後、速やかに区長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業等実績報告書（様式第８号） 

(2) 補助事業等の実施状況がわかる書類 

(3) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類 

(4) 領収書又は請求書の写し 

(5) その他区長が必要と認める書類 

 

（交付額の確定） 

第 11 条 区長は、補助金規則第 16 条による補助金の交付額の確定を行ったときは、次に掲げる書類に

より、速やかに補助事業者等に通知するものとする。 

 (1) 補助金額確定通知書（様式第９号） 

 (2) その他区長が必要と認める書類 

２ 区長は、確定した補助金の交付額が、補助金の交付の決定における交付予定額と同額である場合は、

前項の規定による通知を省略することができる。 

３ 補助金の交付額の確定後、区長は速やかに補助金を申請した団体に支払うものとする。 

 

（交付の特例） 

第 12 条 補助事業者等は、補助金規則第 18 条第２項に基づき補助事業等の完了前に概算払を受けよう

とするときは、補助金概算払交付請求書（様式第 10 号）を区長に提出しなければならない。 

２ 前項の請求があったときは、区長は概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、速やかに当該請

求に係る補助金を補助事業者等に支払うものとする。 

３ 区長は、補助金規則第 20 条第２項に基づく返還が発生する場合は、速やかに納付書を発行し、ただ

ちに返還を命ずるものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 13 条 区長は、補助金規則第 19 条による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速

やかに、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第 11 号）により当該補助事業者等に通知するもの

とする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているとき

は、期限を定めて補助金を返還させるものとする。 
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（その他） 

第 14 条 この要綱の施行に関して必要な事項は、区長が定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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○神戸市補助金等の交付に関する規則 

平成 27 年 3 月 2 日 

規則第 38 号 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条―第 4 条) 

第 2 章 補助金等の交付の申請及び決定(第 5 条―第 10 条) 

第 3 章 補助事業等の遂行等(第 11 条―第 18 条) 

第 4 章 補助金等の返還等(第 19 条―第 23 条) 

第 5 章 雑則(第 24 条・第 25 条) 

附則 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この規則は，補助金等の交付の申請，決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に

関する基本的事項を定めることにより，補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化

を図るとともに，これらにおける公正性及び透明性を確保することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 補助金等 本市が本市以外の者に対して交付する補助金，助成金，利子補給金その他の金銭的給付

で，その交付に対し相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。 

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。 

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。 

(4) 市長等 市長及び補助金等に係る予算の執行の権限について委任を受けた者をいう。 

(他の規定との関係) 

第 3 条 補助金等に関しては，法令，条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか，この規則

の定めるところによる。 

(市長等の責務) 

第 4 条 市長等は，補助金等に係る予算の執行に当たっては，補助金等が公益上の必要がある場合に限

り交付できるものであり，市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し，透明性の

確保を図るとともに，補助金等が交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければ

ならない。 

第 2 章 補助金等の交付の申請及び決定 

(交付の申請) 

第 5 条 市長等は，補助金等の交付を申請しようとする者に，市長等が定める期日までに，次に掲げる

事項を記載した申請書を市長等に提出させなければならない。 

(1) 当該者に係る氏名及び住所(法人その他の団体にあっては，その名称及び代表者の氏名並びに主た

る事務所の所在地) 

(2) 補助事業等の名称，目的及び内容 

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか，市長等が必要と認める事項 
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2 市長等は，前項の申請書には，次に掲げる書類を添付させなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか，市長等が必要と認める書類 

3 補助事業等の完了後に申請が行われる場合には，市長等は，前項の規定にかかわらず，次に掲げる書

類を添付させなければならない。 

(1) 補助事業等の実施状況が分かる書類 

(2) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか，市長等が必要と認める書類 

4 前 3 項の規定にかかわらず，市長等は，補助事業等の目的及び内容により，第 1 項の申請書に記載す

べき事項又は前 2 項に規定する添付書類のうち必要がないと認めるものについては，その記載又は添付

を省略させることができる。 

(交付の決定) 

第 6 条 市長等は，前条の規定による申請があった場合において，当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により，当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算の定めるところに違反

しないかどうか，補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか，金額の算定に誤りがないかどうか

等を調査し，補助金等を交付することが適当であると認めたときは，速やかに，補助金等の交付の決定を

するものとする。 

2 市長等は，前項の場合において，適正な交付を行うため必要があるときは，補助金等の交付の申請に

係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。 

3 市長等は，第 1 項の調査により補助金等の交付を不適当と認めるときは，速やかに補助金等の交付を

申請した者(以下「申請者」という。)に対し，その旨を通知するものとする。 

(交付の条件) 

第 7 条 市長等は，補助金等の交付の決定をする場合において，補助金等の交付の目的を達成するため

に必要があると認めるときは，次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助事業等の内容若しくは遂行計画又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長等の定める軽

微な変更を除く。)をする場合においては，市長等の承認を受けるべきこと。 

(2) 補助事業等を中止し，又は廃止する場合においては，市長等の承認を受けるべきこと。 

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては，

速やかに市長等に報告してその指示を受けるべきこと。 

2 市長等は，補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の利益が生じると認められる場合におい

ては，当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り，その交付した補助金等の全部又は一部に相当

する金額を本市に納入すべき旨の条件を付することができる。 

3 市長等は，補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは，前 2 項に定めるもののほか，必

要な条件を付することができる。 

(決定の通知) 

第 8 条 市長等は，補助金等の交付の決定をしたときは，速やかに，次に掲げる事項を申請者に通知す

るものとする。 

(1) 補助金等の交付の決定の内容 
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(2) 補助金等の交付の条件 

(申請の取下げ) 

第 9 条 申請者は，前条の規定による通知を受けた場合において，当該通知に係る補助金等の交付の決

定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは，当該申請者が前条の規定による通知を受けた日

から起算して 20 日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。ただし，市長等は，必要があ

ると認めるときは，当該期日について別段の定めをすることができる。 

(事情変更による決定の取消し等) 

第 10 条 市長等は，補助金等の交付の決定をした場合において，その後の事情の変更により特別の必要

が生じたときは，補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し，又はその決定の内容若しくは

これに付した条件を変更することができる。ただし，補助事業等のうち既に執行した場合におけるその

執行に係る部分については，この限りでない。 

2 市長等が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は，次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。 

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継

続する必要がなくなった場合 

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと，

補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこ

とその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情

による場合を除く。) 

3 市長等は，第 1 項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事

業に対しては，次に掲げる経費に限り，補助金等を交付することができる。 

(1) 補助事業等に係る機械，器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

第 3 章 補助事業等の遂行等 

(補助事業等の遂行) 

第 11 条 市長等は，補助事業者等に，法令，条例及び規則の規定，補助金等の交付の決定の内容及びこ

れに付された条件並びにこの規則の規定に基づく市長等の指示に従い，善良な管理者の注意をもって補

助事業等を行わせなければならない。 

(関係書類の整備) 

第 12 条 市長等は，補助事業者等に，補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類，帳簿等を常に

整備し，及び当該補助事業等を完了し，又は廃止した日の属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日ま

での期間をいう。以下同じ。)の翌年度から起算して 5 年間保存するよう指示しなければならない。ただ

し，市長等は，必要があると認めるときは，当該期間について別段の定めをすることができる。 

(状況報告) 

第 13 条 市長等は，必要があると認めるときは，補助事業者等に対し，補助事業等の遂行の状況に関す

る報告を求めることができる。 

(補助事業等の遂行等の命令) 

第 14 条 市長等は，補助事業等が次に掲げる事項に従って遂行されていないと認めるときは，補助事業

者等に対し，これらの事項に従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。 
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(1) 補助事業等に係る法令，条例及び規則の規定 

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件 

(3) この規則の規定に基づく市長等の指示 

2 市長等は，補助事業者等が前項の命令に違反したときは，当該補助事業者等に対し，当該補助事業等

の遂行の一時停止を命ずることができる。 

(実績報告) 

第 15 条 市長等は，補助事業者等に，補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたと

きを含む。)は，速やかに，補助事業等の成果を記載した実績報告書に次に掲げる書類を添えて，報告さ

せなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も，同様とする。 

(1) 補助事業等の実施状況が分かる書類 

(2) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか，市長等が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず，市長等は，補助事業等の目的及び内容により，前項に規定する添付書類の

うち必要がないと認めるものについては，その添付を省略させることができる。 

3 第 1 項の規定は，次の各号のいずれかに該当する補助金等については，適用しない。 

(1) 補助事業等の完了後に第 5 条第 3 項の規定による申請が行われるもの 

(2) 補助事業者等からの報告以外の方法により補助事業等の実績を確認することとしているもの 

(補助金等の交付額の確定等) 

第 16 条 市長等は，前条第 1 項の規定による報告を受けた場合(同条第 3 項第 2 号に該当する補助金等

にあっては，補助事業等の実績を確認した場合。以下同じ。)においては，報告書等の書類の審査，必要

に応じて行う現地調査等により，補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合するか否かを調査し，適合すると認めるときは，補助金等の交付額を確定し，当該補助事業者等

に通知するものとする。 

2 市長等は，確定した補助金等の交付額が，補助金等の交付の決定における交付予定額と同額である場

合は，前項の規定による通知を省略することができる。 

(是正のための措置) 

第 17 条 市長等は，第 15 条第 1 項の規定による報告を受けた場合において，その報告に係る補助事業

等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは，当該補助

事業者等に対し，これに適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。 

2 第 15 条第 1 項の規定は，前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。 

(交付の時期等) 

第 18 条 市長等は，補助金等の交付額の確定後，補助金等を交付するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，市長等は，補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認める

ときは，第 6 条第 1 項の規定による決定に係る補助事業等の完了前に，同項の規定により決定した補助

金等の交付予定額の全部又は一部について概算払又は前金払をすることができる。 

第 4 章 補助金等の返還等 

(決定の取消し) 

第 19 条 市長等は，補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金等の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 
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(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けようとし，又は受けたとき。 

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条第 2 項の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をし

たとき。 

(5) 補助事業者等が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条

第 2 号に規定する暴力団又は同条第 6 号に規定する暴力団員であることが判明したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか，法令，条例若しくはこの規則の規定に違反したとき又はこの規則の規

定に基づく市長等の指示に従わなかったとき。 

2 前項の規定は，補助事業等について補助金等の交付額の確定があった後においても適用があるものと

する。 

3 市長等は，第 1 項の規定による取消しをしたときは，当該補助事業者等に対し，速やかに，その旨を

文書により通知するものとする。 

(補助金等の返還) 

第 20 条 市長等は，補助金等の交付の決定を取り消した場合において，補助事業等の当該取消しに係る

部分に関し，既に補助金等が交付されているときは，期限を定めて，その返還を命ずるものとする。 

2 市長等は，第 16 条第 1 項の規定により補助金等の交付額を確定した場合において，既にその額を超

える補助金等が交付されているときは，期限を定めて，確定した交付額を超える額に相当する額の返還

を命ずるものとする。 

(加算金及び遅延利息) 

第 21 条 市長等は，第 19 条第 1 項の規定による取消しに関し，補助事業者等に対し補助金等の返還を

命じたときは，特にやむを得ない事情があると認める場合を除くほか，その命令に係る補助金等の受領

の日の翌日から納入の日までの日数に応じ，当該補助金等の額(その一部を納入した場合におけるその後

の期間については，既に納入した額を控除した額)につき年 10.95 パーセントの割合を乗じて得た金額に

相当する加算金を本市に納入させなければならない。 

2 前項に規定する年当たりの割合は，閏年の日を含む期間についても，365 日当たりの割合とする。 

3 補助金等が 2 回以上に分けて交付されている場合における第 1 項の規定の適用については，返還を命

ぜられた額に相当する補助金等は，最後の受領の日に受領したものとし，当該返還を命ぜられた額がそ

の日に受領した額を超えるときは，当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日

において受領したものとする。 

4 第 1 項の規定により加算金を納入しなければならない場合において，補助事業者等の納入した金額が

返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは，その納入金額は，まず当該返還を命ぜられた補助金等

の額に充てられたものとする。 

5 市長等は，補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ，これを納期限までに納入しなかったときは，

特にやむを得ない事情があると認める場合を除くほか，納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ，

その未納額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については，既に納入した額を控除した額)

につき年 10.95 パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する遅延利息を市に納入させなければならな

い。 
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(他の補助金等の一時停止等) 

第 22 条 市長等は，補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ，当該補助金等，加算金又は遅延利息の

全部又は一部を納入しない場合において，その者に対して，同種の事務又は事業について交付すべき補

助金等があるときは，相当の限度においてその交付を一時停止し，又は当該補助金等と未納の額とを相

殺することができる。 

(理由の提示) 

第 23 条 市長等は，補助金等の交付の決定の取消し，補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補

助事業等の是正のための措置の命令をするときは，その旨の通知に併せて，当該補助事業者等に対して

その理由を示さなければならない。 

第 5 章 雑則 

(財産の処分の制限) 

第 24 条 市長等は，補助事業者等が補助事業等により取得し，又は効用の増加した財産のうち次に掲げ

るものを，補助金等の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，又は担保に供させてはな

らない。ただし，補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納入した場合若し

くは補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長等が定める期間を経過した場合又は

市長等が承認した場合は，この限りでない。 

(1) 不動産及びその従物 

(2) 機械及び重要な器具で，市長等が定めるもの 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか，市長等が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認

めるもの 

2 市長等は，前項の規定による承認をしようとするときは，交付を受けた補助金等の全部又は一部に相

当する金額を本市に納入することを条件とすることができる。 

(必要な調査等) 

第 25 条 市長等は，地方自治法第 221 条第 2 項に基づき，この規則の施行に必要な限度において，市長

等が指定する職員に，補助事業者等の住居若しくは事務所又は補助事業等が実施されている土地若しく

は建物に立ち入り，必要な調査をさせ，又は関係者に質問させることができる。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則は，平成 27 年度の予算に係る補助金等から適用する。 

3 この規則の施行の日前に補助金等の交付の申請を行った者であって，この規則の施行の際補助金等の

交付の決定又は交付しない旨の決定を受けていないものは，第 5 条の規定による交付の申請を行ったも

のとみなす。 

 

 


